
各専門部会の決定事項を承認

 令和４年３月 10日（木）第２回藤沢・新沼小学校統合推進委員会を藤沢市民センターで開催しました。 

 各専門部会長から、活動経過と部会での決定事項が報告され、すべての内容について本委員会で承認さ

れました。 

 学校経営部会では、両校の児童の交流活動に係る検討 

内容が報告され、委員からは、「新沼小学校の鶏舞と藤 

沢小学校のよさこいを通じた交流ができないか」などの 

意見が出され、今後の部会で検討していくこととしまし 

た。 

 ＰＴＡ等活動部会では、令和５年度のＰＴＡ役員体制 

について、検討した内容が報告されました。 

通学対策部会では、遠距離通学児童のためにスクール 

バスを利用する案が承認され、乗降場所などの詳細は、 

今後、部会で検討されます。 

 各専門部会の決定事項・承認内容は、次のとおりです。

部会 内容 

学校経営部会 

① 令和４年度に児童の交流活動を実施する。 

（全体交流を６月、９月、11月の年３回を計画）。 

② 今後の検討項目と検討スケジュール 

ＰＴＡ等活動部会 
① 令和５年度の役員のうち副会長１名を新沼小学校区の保護者から選出す

る。 

通学対策部会 

① 新沼小学校区の遠距離通学児童のためにスクールバスを運行する。 

② 通学距離片道３㎞以上をスクールバスの乗車対象とする。なお、藤沢小学

校区の児童についても、片道３㎞以上に運行基準を見直す。 

③ 新たな運行経路を２ルートで検討する。 

 ⑴ 国道 456 号を中心とした砂子田・徳田方面 

 ⑵ 市道増沢新沼線を中心とした増沢方面 

④ 運行ルートの詳細は、部会員（ＰＴＡ関係者）と事務局で案を作成し、次

回以降の専門部会で検討する。 

⑤ 通学路の危険箇所等を確認し、取りまとめて関係機関へ改善要望する。 
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